
「 在 外 選 挙 制 度 」 と は
　第249回

　大澤さん：こんにちは、みらい先生。実は、シンガ
ポールに３年間の予定で海外赴任をすることになりま
した。そこで気になったのが、海外赴任中に選挙に行
けるかどうかです。日本で選挙が行われた場合、帰国
しない限り選挙には参加できないのでしょうか。
　みらい：なるほど。実は、海外にいても日本国内の
選挙に投票することはできますよ。
　大澤さん：本当ですか。
　みらい：海外に３カ月以上継続して居住していれば、
在外選挙人名簿に登録をして、海外からも投票するこ
とができます。
　大澤さん：在外選挙人名簿に登録するにはどのよう
な手続きが必要ですか。
　みらい：まずは、現住所の役場で住民票の転出届の
提出を行います。その後に、在外選挙人名簿への登録
申請を行います。
　大澤さん：申請はどこでできますか。
　みらい：出国前に日本で申請する方法と、赴任して
から海外で申請する方法の２通りがあります。
　大澤さん：国内にいる間にも手続きできるんですね。
　みらい：はい。転出届を出した後、市区町村の選挙
管理委員会の窓口で申請を行います。また、出国後に
海外で申請を行う場合は、日本大使館などの在外公館
で手続きを行うことができます。申請をした後は、海
外で3カ月居住したことが確認された後に在外選挙人
名簿に登録され、在外選挙人として投票が可能になり
ます。
　大澤さん：３カ月居住したことの確認は誰がするの
ですか。
　みらい：海外に移住する際は、新しい住所が決まっ
た時点で「在留届」を提出します。この届出は、海外
の在外公館で行うほか、インターネットでも手続きで
きます。この届出をした住所に３カ月以上居住したこ
とが確認されると、在外選挙人名簿への登録が行われ
ます。その後「在外選挙認証」が交付され、海外でも

投票することができます。
　大澤さん：なるほど。つまり裏を返すと、移住して
から３カ月待たないと、海外からは選挙に参加できな
いということですね。
　みらい： そのとおり。だから、選挙までの期間に余
裕があるうちに手続きをしておくことが大事です。
　大澤さん：海外での選挙はどのように行われますか。
　みらい：在外公館で投票ができる場合と、郵便投票
による方法とがあります。国ごとに取り扱いが異なる
ことがあるので、外務省のホームページで確認するこ
とがおすすめです。
　大澤さん：そういえば、日本への一時帰国と選挙の
タイミングがあった場合はどうすればよいですか。
みらい：在外選挙人証を提示すれば、一時帰国中に
日本で投票を行うこともできます。その場合、日本に
住んでいるときと同様に、期日前投票や不在者投票も
可能です。詳しい投票方法については、市区町村の選
挙管理委員会に問い合わせるとよいです。
　大澤さん：なるほど。海外にいる間も日本のニュー
スから目が離せませんね。余裕を持って手続きをして、
赴任中も選挙に投票に行きます。
　みらい：また何かあればご相談ください。
　大澤さん：本日はどうもありがとうございました。
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